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令和７年知立市議会１２月定例会付議案件一覧表 

（議会資料） 

令和７年１１月２５日 

議 案 番 号 報告第１３号 

議 案 名 専決処分の報告について（物損事故に関する損害賠償の額の決定及び和解） 

概

要 

１ 損害賠償の額     金１３２，７７０円 

２ 事故の概要 

(1) 発生日時      令和７年９月２５日 午後２時００分頃 

(2) 発生場所      知立市逢妻町丸坪２８番地２０地先 市道上 

(3) 経  過      土木課職員が、市の管理する道路上で草刈作業を行って 

いたところ、使用していた草刈機の刃が小石を跳ね飛ばし、

作業箇所横を通過していた相手方車両の左後部座席ドアガ

ラスに当たり、これを損傷させたもの。 

３ 相手方の損害の程度  車両（トヨタ ヴォクシー）の左後部座席ドアガラスの 

損傷 

４ 過失割合       知立市１００パーセント 相手方０パーセント 

５ 専決年月日      令和７年１０月９日 

 

議 案 番 号 諮問第２号 

議 案 名 人権擁護委員候補者の推薦について 

概

要 

人権擁護委員の任期満了（令和８年３月３１日）に伴うもの 

野々山 統理子 氏の推薦 

議 案 番 号 諮問第３号 

議 案 名 人権擁護委員候補者の推薦について 

概

要 

人権擁護委員の任期満了（令和８年３月３１日）に伴うもの 

 杉浦 寿美子 氏の推薦 

議 案 番 号 諮問第４号 

議 案 名 人権擁護委員候補者の推薦について 

概

要 

人権擁護委員の任期満了（令和８年３月３１日）に伴うもの 

 鈴木 賢治 氏の推薦 
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議 案 番 号 議案第５８号 

議 案 名 
知立市事務分掌条例及び知立市来迎寺小学校放課後子ども教室条例の一部を

改正する条例 

概

要 

行政組織の一部を改組するもの 

１ 改正内容  

(1) 知立市事務分掌条例の一部改正（第１条関係） 

ア 「危機管理局」を「市民協働部」に、「福祉子ども部」を「福祉こども部」に、

「市民部」を「産業環境部」に名称変更する。 

イ 「市民活動の推進」及び「人権及び男女共同参画」に関する事項 企画部→

市民協働部 

ウ 「企業立地の推進」に関する事項 企画部→産業環境部 

エ 「戸籍及び住民基本台帳」及び「市民相談」に関する事項 市民部→総務部 

オ 「観光」に関する事項 市民部→市民協働部 

カ 「土地改良」に関する事項 建設部→産業環境部 

キ 企画部に「まちづくり」に関する事項を追加する。 

ク 福祉こども部に「こども家庭相談」に関する事項を追加する。 

ケ その他所要の規定の整備を行うもの 

(2) 知立市来迎寺小学校放課後子ども教室条例の一部改正（第２条関係） 

教育委員会が所掌している放課後子ども教室事業の事務を市長部局に移管する

ことに伴い、公の施設である知立市来迎寺小学校放課後子ども教室の管理等につ

いて定める知立市来迎寺小学校放課後子ども教室条例の規定中「教育委員会」を

「市長」に改めるもの 

２ 施行期日  

令和８年４月１日 

 

議 案 番 号 議案第５９号 

議 案 名 知立市基金条例の一部を改正する条例 

概

要 

１ 改正内容 

資金を積み立てる基金に知立市産業振興基金を加えるもの 

２ 施行期日 

 公布の日 
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議 案 番 号 議案第６０号 

議 案 名 
知立市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改

正する条例 

概

要 

令和７年の人事院勧告に鑑み、知立市特別職報酬等審議会の答申を踏まえ、市議会

議員の議員報酬及び期末手当の額を改正するもの 

１ 改正内容 

(1) 第１条による改正 

令和７年１２月の期末手当の支給月数 

１．７２５月→１．７７５月（＋０．０５月） 

(2) 第２条による改正 

ア 議長、副議長、委員長及び議員の議員報酬月額 

議長  ５０２，０００円→５１６，０００円 

副議長 ４３２，０００円→４４４，０００円 

委員長 ４２２，０００円→４３４，０００円 

議員  ４１０，０００円→４２１，０００円 

 イ 令和８年６月及び１２月の期末手当の支給月数 

６月  １．７２５月→１．７５月（＋０．０２５月） 

１２月 １．７７５月→１．７５月（△０．０２５月） 

２ 施行期日 

(1) 公布の日（令和７年４月１日適用）（第１条関係） 

(2) 令和８年４月１日（第２条関係） 
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議 案 番 号 議案第６１号 

議 案 名 知立市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例 

概

要 

令和７年の人事院勧告に鑑み、特別職報酬等審議会の答申を踏まえ、市長、副市長

及び教育長の給料及び期末手当の額を改正するもの 

１ 改正内容 

(1) 第１条による改正 

令和７年１２月の期末手当の支給月数 

１．７２５月→１．７７５月（＋０．０５月） 

(2) 第２条による改正 

ア 特別職の給料月額 

市長  ９４４，０００円→９７０，０００円 

   副市長 ７８３，０００円→８０５，０００円 

  教育長 ７０９，０００円→７２９，０００円 

イ 令和８年６月及び１２月の期末手当の支給月数 

６月  １．７２５月→１．７５月（＋０．０２５月） 

１２月 １．７７５月→１．７５月（△０．０２５月） 

２ 施行期日 

(1) 公布の日（令和７年４月１日適用）（第１条関係） 

(2) 令和８年４月１日（第２条関係） 
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議 案 番 号 議案第６２号 

議 案 名 知立市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

概

要 

令和７年の人事院勧告に鑑み、職員の給料、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の

額を改正するもの 

１ 改正内容 

(1) 第１条による改正 

 ア 宿日直手当の引上げ 

  イ 期末手当の支給割合の引上げ 

 支給時期 改正前 改正後 

再 任 用 職 員

以 外 の 職 員 

令和７年６月 1.25月分 1.25月分 

令和７年12月 1.25月分 1.275月分（＋0.025月分） 

再 任 用 職 員 
令和７年６月 0.7月分 0.7月分 

令和７年12月 0.7月分 0.725月分（＋0.025月分） 

  ウ 勤勉手当の支給割合の引上げ 

 支給時期 改正前 改正後 

再 任 用 職 員

以 外 の 職 員 

令和７年６月 1.05月分 1.05月分 

令和７年12月 1.05月分 1.075月分（＋0.025月分） 

再 任 用 職 員 
令和７年６月 0.5月分 0.5月分 

令和７年12月 0.5月分 0.525月分（＋0.025月分） 

  エ 給料月額の引上げ（平均改定率＋３．３％） 

 (2) 第２条による改正 

 ア 期末手当の支給割合の平準化 

 支給時期 改正前 改正後 

再 任 用 職 員

以 外 の 職 員 

令和８年６月 1.25月分 1.2625月分（＋0.0125月分） 

令和８年12月 1.275月分 1.2625月分（△0.0125月分） 

再 任 用 職 員 
令和８年６月 0.7月分 0.7125月分（＋0.0125月分） 

令和８年12月 0.725月分 0.7125月分（△0.0125月分） 

  イ 勤勉手当の支給割合の平準化 

 支給時期 改正前 改正後 

再 任 用 職 員

以 外 の 職 員 

令和８年６月 1.05月分 1.0625月分（＋0.0125月分） 

令和８年12月 1.075月分 1.0625月分（△0.0125月分） 

再 任 用 職 員 
令和８年６月 0.5月分 0.5125月分（＋0.0125月分） 

令和８年12月 0.525月分 0.5125月分（△0.0125月分） 

２ 施行期日 

(1) 第１条による改正 公布の日（令和７年４月１日から適用） 

(2) 第２条による改正 令和８年４月１日 
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議 案 番 号 議案第６３号 

議 案 名 
知立市会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例 

概

要 

令和７年の人事院勧告に鑑み、会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の額を引

き上げるもの 

１ 改正内容 

(1) 第１条による改正 

  ア 期末手当の支給割合の引上げ 

支給時期 改正前 改正後 

令和７年10月 1.25月分 1.25月分 

令和８年４月 1.25月分 1.275月分（＋0.025月分） 

  イ 勤勉手当の支給割合の引上げ 

支給時期 改正前 改正後 

令和７年10月 1.05月分 1.05月分 

令和８年４月 1.05月分 1.075月分（＋0.025月分） 

 (2) 第２条による改正 

 ア 期末手当の支給割合の平準化 

支給時期 改正前 改正後 

令和８年10月 1.25月分 1.2625月分（＋0.0125月分） 

令和９年４月 1.275月分 1.2625月分（△0.0125月分） 

  イ 勤勉手当の支給割合の平準化 

支給時期 改正前 改正後 

令和８年10月 1.05月分 1.0625月分（＋0.0125月分） 

令和９年４月 1.075月分 1.0625月分（△0.0125月分） 

２ 施行期日 

(1) 第１条による改正 公布の日 

(2) 第２条による改正 令和８年５月１日 
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議 案 番 号 議案第６４号 

議 案 名 知立市職員旅費条例の一部を改正する条例 

概

要 

国家公務員等の旅費に関する法律（昭和２５年法律第１１４号）の一部改正に準じ

て、所要の改正を行うもの 

１ 改正内容 

 (1) 旅費の支給対象の手続の簡素化等 

ア 出張について自宅からの出発による旅費計算をできるようにするもの 

  イ 旅行者に対する旅費の支給に代えて、旅行役務提供者（旅行代理店等）に対

し、旅費に相当する金額を直接支払うことができるようにするもの 

 (2) 旅費種目及び内容の見直し 

ア 旅行雑費を廃止し、出張に係る旅費について実費支給とするもの 

イ 定額支給であった宿泊費を上限付き実費支給とするもの 

ウ 食卓料を廃止し、宿泊手当を新たに設けるもの 

 (3) その他所要の規定の整備を行うもの 

２ 施行期日 

令和８年４月１日 

 

議 案 番 号 議案第６５号 

議 案 名 知立市税条例の一部を改正する条例 

概

要 

１ 改正内容 

(1) 法人市民税のうち法人税割部分の超過課税について、その適用期限を令和１８

年３月３０日まで１０年間延長するもの 

(2) 超過課税の対象となる法人の要件を、資本金等の額が１億円を超えるものから、

資本金等の額が１億円を超え法人税額が１，０００万円を超えるものとするもの 

２ 施行期日 

令和８年３月３１日 
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議 案 番 号 議案第６６号 

議 案 名 知立市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

概

要 

生後６か月から満３歳未満で保育所などに通っていないこどもを育てている家庭が

就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付である「乳児等通園

支援事業（こども誰でも通園制度）」の創設に伴うもの 

１ 制定内容 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３４条の１６第１項の規定により、

市町村は、内閣府令で定める基準に従い、又は参酌して、乳児等通園支援事業の設

備及び運営に関する基準を条例で定めることとされたため、これらの基準を定める

もの 

２ 施行期日 

公布の日 

 

議 案 番 号 議案第６７号 

議 案 名 知立市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例 

概

要 

乳児等通園支援事業の創設に伴うもの 

１ 制定内容 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の一部改正に伴い、市町村は、

内閣府令で定める基準に従い、又は参酌して、特定乳児等通園支援事業の運営に関

する基準を条例で定めることとされたため、これらの基準を定めるもの 

２ 施行期日 

令和８年４月１日 

 

議 案 番 号 議案第６８号 

議 案 名 知立市特別保育等の実施に関する条例の一部を改正する条例 

概

要 

１ 改正内容 

乳児等通園支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるもの 

２ 施行期日 

令和８年４月１日 
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議 案 番 号 議案第６９号 

議 案 名 知立市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

概

要 

１ 改正内容 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１

号）の一部改正に伴い所要の規定の整備を行うもの 

２ 施行期日 

公布の日 

 

議 案 番 号 議案第７０号 

議 案 名 
知立市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例 

概

要 

１ 改正内容 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設

等の運営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号）の一部改正に伴い所要の規

定の整備を行うもの 

２ 施行期日 

公布の日 

 

議 案 番 号 議案第７１号 

議 案 名 
知立市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例

の一部を改正する条例 

概

要 

１ 改正内容 

乳児等通園支援事業の利用料の徴収等に関し、必要な事項を定めるもの 

２ 施行期日 

令和８年４月１日 
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議 案 番 号 議案第７２号 

議 案 名 知立市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

概

要 

１ 改正内容 

水道事業の財政状況改善のため水道料金の額の引き上げを行うもののほか、所要

の規定の整備を行うもの 

(1) 料金改定率 

  １５．０％ 

(2) 料金改定時期 

  令和８年７月１日以後に使用した水量から適用 

(3) 料金体系 

基本料金は一律２０．０％の上昇率、従量料金は平均１３．２％の上昇率 

(4) 経過措置 

施行期日より前から継続して給水を受けている場合は、同日以後の最初の検針

にかかる料金は旧料金を適用する 

２ 施行期日 

  令和８年７月１日 

 

議 案 番 号 議案第７３号 

議 案 名 知立市西丘コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

概

要 

知立市西丘コミュニティセンターの指定管理者として、次のように指定するもの 

１ 指定管理者 知立市西丘町西丘３３番地２ 

西丘町内会 

西丘町区長 益 田 雄 二 

２ 指定の期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

議 案 番 号 議案第７４号 

議 案 名 知立市有料駐車場の指定管理者の指定について 

概

要 

知立市有料駐車場の指定管理者として、次のように指定するもの 

１ 指定管理者 名古屋市中区栄三丁目３１番１２号 

大成株式会社 

代表取締役社長 加 藤 憲 博 

２ 指定の期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 
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議 案 番 号 議案第７５号 

議 案 名 令和７年度知立市一般会計補正予算（第３号） 

概

要 

１ 今回補正額 ９７６，９８８千円（補正後総額 ２８，７４７，０８４千円） 

２ 予算の概要 別添「令和７年度１２月補正予算概要」参照 

議 案 番 号 議案第７６号 

議 案 名 令和７年度知立市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

概

要 

１ 今回補正額 ８２２千円（補正後総額 ５，３７４，０７１千円） 

２ 予算の概要 別添「令和７年度１２月補正予算概要」参照 

議 案 番 号 議案第７７号 

議 案 名 令和７年度知立市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

概

要 

１ 今回補正額 ２，２３１千円（補正後総額 ４，５５４，１４７千円） 

２ 予算の概要 別添「令和７年度１２月補正予算概要」参照 

議 案 番 号 議案第７８号 

議 案 名 令和７年度知立市水道事業会計補正予算（第１号） 

概

要 

１ 今回補正額 

(1) 収益的支出 ５，１９４千円（補正後総額 １，４５７，１９４千円） 

(2) 資本的支出 ２８６，７１８千円（補正後総額 １，７５８，７１８千円） 

２ 予算の概要 別添「令和７年度１２月補正予算概要」参照 

議 案 番 号 議案第７９号 

議 案 名 令和７年度知立市下水道事業会計補正予算（第１号） 

概

要 

１ 今回補正額 

(1) 収益的支出 △１，７２８千円（補正後総額 １，３２５，６７２千円） 

(2) 資本的支出 ５，２３０千円（補正後総額 ２，２７５，１３０千円） 

２ 予算の概要 別添「令和７年度１２月補正予算概要」参照 
 


